
 

 

 

 

 

                                     

                                                              

                       

 

普及啓発部会 副会長 内田 久昭    

 令和３年度に続き、新型コロナ感染の収束が収まらず、令和４年度もイベントの開催がほぼ出

来ませんでした。しかし１０月１４日（金）、市後援による市民と会員のふれあいグランドゴルフ大

会が３年ぶりに開催されました。又市内の事業所の皆様から多くの協賛品をいただきました。ご

協力いただいた皆様に心からお礼申し上げます。以下にこの１年の活動内容を報告します。 

１． 普及啓発部会の月例会議 

２． 鎌シル便の発行 

鎌シル便を通していくつかの募集を呼びかけました。５月には当センターPR 用キャッチコピ

ー、 ８月には「広報かまがや」配布員、１２月にはデジタル推進委員、１月には交通安全標

語の募集をして、編集委員の予想以上の応募数を頂きました。ご協力に改めてお礼を申し

上げます。今後もこのような呼びかけを企画し、会員の参加を求めたいと思います。 

また、令和５年１０月１日からスタートする「インボイス制度」について理解を深めるため、 

Q＆A形式の連載記事で紹介をしました。 

さらに期待されている女性会員増強のため、現在活動している女性部会の活動内容と案内

を毎号に収載するようにし、女性会員の参加を呼びかけました。 

３．年報「シルバーかまがや」の発行 

１０月頃から準備をし始め、写真を中心にセンターの一年の振り返りを行いました。 

４．役員・班長で市内全域に新規会員募集チラシ 12,000部のポスティングを実施しました。 

 

                           

理事会報告 
令和４年度第１２回理事会を令和５年３月１７日（金）午後１時２０分から、 

東初富公民館にて開催。  以下の件について承認及び協議をしました。 

Ⅰ.決議事項 

１） 各種規則規程の制定について 

 （安全就業規則の特例に関する規則、公益社団法人鎌ヶ谷市シルバー人材センター職員・パ 

ート・嘱託職員の職の設置・給与等・再雇用に関する規程） 

２） 定時総会における表彰対象者（案）について 

３） 会員の入会（案）について 

４） 社会福祉センター館長の退任について         
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５） 職群班配分金ランクアップ 

６） デジタル化整備促進事業の取組みについて 

７） 令和４年度 収支補正予算（案）について 

８） 令和５年度 収支予算（案）について 

 

Ⅱ.報告事項 

１） ２月の実績報告について 

２） ２月新規就業者の紹介と退会者について 

３） 各部会の事業報告について 

 

◆◆ 定期総会の案内 ◆◆      

２０２３年度定期総会は、５月３０日（火）午後１時３０分より東部学習センター・レインボーホールに

て行われます。コロナ感染拡大予防のため、３年間は役員・班長による縮小総会でしたが、今年

は通常総会での開催になります。５月で現理事・監事が任期満了になりますので、新たな理事・監

事が選任されます。令和４年度収支決算について協議されます。また、令和４年度補正予算、令

和５年度事業計画及び同年度収支予算について報告がなされます。詳細については後日、お知

らせ致します。 

 

◆◆事故のない就業を目指して◆◆ 

他のセンターでも、就業時の事故のニュースが絶えません。そこで一定の年齢を迎えた方には、

全国的に事故の件数が多い作業について、その作業を制限することになりました。３月理事会で

協議した結果、８０歳を迎えた方の ①運転を伴う業務、②脚立を使用する植木剪定作業③刈払

機を使用する除草 を制限し、その旨を安全就業規則に明記することにしました。この規則は１０

月１日から施行されます。ただし、センターでの就業を制限するものではありませんので、今後の

仕事の内容などについては、事務局へご相談ください。 

 

◆◆事務局からのお願い◆◆ 

４月の就業報告書は４月２８日（金）正午までに提出をお願いします。 

 

インボイス制度についての豆知識（５）  ――制度の開始時期と今後について―― 

Q１： この制度はいつから開始されるの？ 

A１： 今年（令和５年）１０月１日からの適用です。期の途中からの制度導入になります。 

      但し、インボイス制度開始以降令和８年９月までの３年間は経過措置が適用され、 

消費税額の８０％が控除され、以降令和１１年９月までは５０％の控除、令和１１年 

１０月からは控除不可となります。 

  Q２： １０月１日以降、会員がしなければならないことはありますか？ 

  A２： 特にありません。ただし、会員のなかで配分金のほか、別途高額の収入があって 

課税事業者となっている場合は、事務局に連絡いただく必要があります。 

女性部会の報告と案内 

３月２３日（木）折紙教室で兜をつ

くりました。４名の参加でした。 

新緑の季節になりました。 

４月２７日（木）13：30より市制公

園でおしゃべり散策をします。公園

事務局前にお集まりください。（雨天

の場合は社会福祉センターに変更） 

参加ご希望の方は事務局まで。 


